
（参考） 

 

令和７年度中小企業者に関する国等の契約の基本方針（抜粋） 

 

 

第２ 中小企業者の受注の機会の増大のために国等が講ずる措置に関する基本的な事項 

 

４ ダンピング防止対策、消費税の円滑かつ適正な転嫁等の推進 

 

（２）適切な予定価格の作成 

① 国等は、役務及び工事等の発注に当たっては、需給の状況、原材料費及び人件

費（社会保険料（事業主負担分及び労働者負担分）相当額を適切に含み、かつ、

最低賃金又はその近傍の人件費単価の被用者が用いられる可能性のある役務の発

注については、各都道府県における最低賃金の改定額（契約期間中に最低賃金額

の改定が見込まれる場合には、その改定見込額を含む。）についても反映した

額）等の最新の実勢価格等を踏まえた積算に基づき、消費税及び地方消費税の負

担等を勘案し、適切に予定価格を作成するものとする。特に、同様の事業でほと

んど同じ予定価格を長年見直すことなく実施している事業がある場合は、多角的

な市場調査を行い、最新の実勢価格等を踏まえた積算を行うこととする。また、

複数年度にわたる契約については、入札の際に作成する予定価格に期中の価格変

動を適切に見込む必要があることに留意する。 

なお、ビルメンテナンス業務に係る発注に当たっては、厚生労働省において策

定した「ビルメンテナンス業務に係る発注関係事務の運用に関するガイドライ

ン」において、最新の「建築保全業務労務単価（国土交通省大臣官房官庁営繕

部）」を用いることとされていることに留意するとともに、燃料や原材料等の市

況価格の変動が激しい商品等については、特に、最新の実勢価格や需給の状況等

を考慮するよう努めるものとする。また、物品の運送を伴う役務、物品の買入れ

等に係る発注に当たっては、物流効率化基本方針を踏まえ、国等と契約を締結し

た事業者から当該物品の運送を委託されたトラック事業者等がその雇用するトラ

ックドライバーの賃上げ原資となる適正な運賃を収受できるよう、貨物自動車運

送事業法（平成元年法律第８３号）附則第１条の３第１項の規定に基づく「標準

的な運賃」を活用するとともに、燃料サーチャージ、有料道路使用料、附帯作業

料等の追加で生じるコスト、繁忙期における運送、特殊な運送方法等に起因して

追加で生じるコストについても十分に考慮するように努めるものとする。 

②  国等は、公庫等及び地方公共団体における工事等の発注に際し、いわゆる歩切

りや予定価格等の事前公表の取りやめ等が促進されるよう努めるものとする。 



（３）低入札価格調査制度の適切な活用等 

①  国等は、役務及び工事等の発注に当たっては、ダンピング受注の排除等適正価

格による契約の推進のため、低入札価格調査制度を適切に活用するものとする。

低入札価格調査制度の対象契約の全部又は一部を未導入の国等の組織にあって

は、早急に制度導入について検討を行うこととする。   

②  国等は、特に人件費比率の高い役務契約については、適正な履行確保の観点か

ら、低入札価格調査基準価格を下回る価格により落札した者と契約する場合にお

ける措置として、人件費が明記された入札価格内訳書の徴収を徹底し、最低賃金

額を下回る人件費でないことに留意するとともに、落札の決定があった旨の公表

の徹底を行うものとする。 

また、下請代金支払遅延等防止法（昭和３１年法律第１２０号）、私的独占の

禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和２２年法律第５４号。以下「独占禁

止法」という。）及び労働関連法等の所管行政庁は、その執行を図る上で、必要

に応じ、低入札価格調査制度に基づく調査情報も活用するものとする。 

③  国は、地方公共団体における役務及び工事等の発注に際し、低入札価格調査制

度、最低制限価格制度等の導入とその適切な活用が促進されるよう努めるものとす

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（参考） 

 

（４）最低賃金額の改定に伴う契約金額の見直し 

①  国等は、契約前において、清掃、警備、洗濯、庁舎管理、電話交換その他最低

賃金又はその近傍の人件費単価の被用者が用いられる可能性のある役務契約につ

いて、年度途中の最低賃金額の改定を踏まえた予算を確保し、上記（２）に掲げ

る適切な予定価格を作成するとともに、入札金額における人件費について、契約

期間中に最低賃金額の改定が見込まれる場合には、その改定見込額についても考

慮した上で入札することを入札希望者にあらかじめ周知するものとする。また、

人件費単価が改定後の最低賃金額を下回った際は適切な価格での単価の見直しを

行う旨の条項をあらかじめ契約に入れることなどにより、年度途中で最低賃金額

の改定があったとしても、受注者が労働者に対して最低賃金額以上の賃金を支払

う義務を履行できるよう配慮するものとする。 

②  国等は、契約後において、清掃、警備、洗濯、庁舎管理、電話交換その他最低

賃金又はその近傍の人件費単価の被用者が用いられる可能性のある役務契約につ

いて、最低賃金額の大幅な改定があった場合には、契約金額を変更する必要があ

るか否かについて受注者に対し確認し、最低賃金引上げ分の円滑な価格転嫁を図

るため契約金額を変更するなど、受注者が労働者に対して最低賃金額以上の賃金

を支払う義務を履行できるよう配慮するものとする。 

（５）労務費、原材料費、エネルギーコスト等の上昇への対応 

①  国等は、公共工事の発注に当たっては、労務費、原材料費、エネルギーコスト

等の実勢価格を反映した適正な請負代金の設定や適正な工期の確保について、契

約後の状況に応じた必要な契約変更の実施も含め、適切に対応するものとする。 

特に、労務費、原材料費、エネルギーコスト等の上昇時における請負代金額の変

更の的確な実施のため、あらかじめ、当該変更についての条項を契約に適切に設

定するとともに、当該条項の運用基準を策定しておくものとする。 

さらに、発注者である国等は、主要な資材の供給の著しい減少、資材の価格の

高騰等の事象が発生した場合において、受注者から請負契約の内容の変更につい

て協議の申出があった際には誠実に応じなければならない。 

なお、この場合における誠実な協議については、例えば、予算の不足や過去の

変更契約実績がないことを理由に協議に応じないことがないように留意する。 

②  国等は、物件及び役務の契約の途中で、労務費、原材料費、エネルギーコスト

等の実勢価格に変化が生じた場合には、契約金額を変更する必要があるか否かに

ついて検討し、契約変更の実施も含め、適切に対応するものとする。 

また、受注者から労務費、原材料費、エネルギーコスト等の上昇に伴う契約金

額の変更について申出があった場合にはその可否について迅速かつ適切に協議を



行うものとし、その旨の条項をあらかじめ契約に入れるなど、受注者からの申出

が円滑に行われるよう配慮するものとする。 

③  上記①、②の対応に当たっては、経済財政運営と改革の基本方針２０２３（令和

５年６月１６日閣議決定）において、原材料費やエネルギーコストの適切なコスト

増加分の全額転嫁を目指し、取引適正化を推進することとされていることや、労務

費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針（令和５年１１月２９日策定。以下

「労務費の指針」という。）の趣旨を最大限に考慮するものとする。 

また、価格交渉促進月間のフォローアップ調査において、国等が調査対象である

と明示されたことを踏まえて、受注者から発注者として価格転嫁の状況を評価され

る立場であることを留意し、公共工事においては、コスト増加分の転嫁を行う条項

を契約に適切に設定し、複数年度にわたる物件及び役務の契約においては、「労務

費の指針」を参考にして発注者として行動し国等から少なくとも年に1 回以上の協

議を行うように努めることとする。さらに、価格交渉の際には、直接の契約先だけ

でなく、再委託先を含めて適切に請負代金を設定するよう配慮することとする。 


